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(担当)  
生活安全企画課 

県 民 の 皆 様 へ 

身近なところから｢防犯力強化｣を！ 

～みんなで、声掛けあって、被害防止～ 

は 

スマートフォンに突然、 

３億円が当たりました！ 

受け取るには手数料が必要です！ 

という内容のメールやショートメールが届きます。 
 その後、当選金を受け取るための手数料の 

支払い方法として 

を要求されますが、要求は一度では終わりません！  

「支払いが確認できない」などと言われ、何度も「電子

マネーカード」を購入させられ、電子マネーをだまし取られ

ます。 

当選金は『絶対に』受け取れません！ 

● 高額金が受け取れるメールは詐欺！  

● 身に覚えのないメールは無視しましょう。 

● お金の話が出たら、家族や警察に相談しましょう。 

「電子マネー（カード）」での支払い 


